
 

 大学のセクハラ対策 

――学内調査・紛争処理・裁判編Ⅱ   
2001年 8月 22日(水) 

時 間 講 義 項 目 

10：00 

～ 

12：00 

□ キャンパスセクハラ処分・裁判の最新動向と大学の対応 

～顕在化する事件、裁判事例を踏まえて～ 

                            お茶の水女子大学   戒能 民江  

1. 大学のセクシュアル・ハラスメント事件の最新動向 

2. 裁判例の検討 

3. 大学のセクシュアル・ハラスメント対応の問題点 

4. 今後の課題と展望 

                                〈質疑応答〉  

13：00 

～ 

15：00 

 

□ 裁判争点を踏まえた学内紛争処理・調査プロセス 

～調査委の任務・構成・方法、事実認定、処分、情報公開～ 

                             弁護士   渡辺 智子  

1. 大学の法的責任の根拠 

2. キャンパスセクハラに関する判例 

3. 何のための調査か 

4. 誰がどのように調査するのか 

5. 被害の回復とは 

6. 訴訟での大学の対応の仕方 

〈質疑応答〉  

15：10 

～ 

16：40 

□ ストーカー行為規制法の運用状況とその活用 

～法制化の意義、ストーカーによる被害実態と今後の対応策～ 

                ストーキング被害者の会   秋岡   史  

1. ストーキング犯罪とは何か 

2. ストーカー規制法とその運用の実際 

3. キャンパスでのストーカー問題－－特徴と対策 

4. 被害の実態と今後の課題－－実例を検証する 

                         〈質疑応答〉  

 


